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令和６年３月中土佐町議会定例会（第１回臨時会議）会議録 

招 集 年 月 日         令和 ６年 ５月２０日 

招 集 の 場 所         中土佐町議会議場 

開     会  令和 ６年 ５月２０日   午前１０時００分宣告 

開     議  令和 ６年 ５月２０日   午前１０時０６分 

出 席 議 員        

 １番 窪田 和教    ２番 岡 伊三男    ３番 下元 良之  ４番 福永 守恭    ５番 金子 裕之    ６番 濵田 和昭  ７番 下元 道夫    ８番 山本 建生    ９番 中野 大地 
１０番 佐竹 敏彦   １１番 高橋 雄造   １２番 中城 重則 

欠 席 議 員         な し 

地方自治法第１２１ 

条の規定により説明 

のため出席した者の 

職 氏 名 

町 長 池田 洋光  副 町 長 竹﨑 秀樹 
教 育 長 岡村 光幸  教 育 次 長 多田 昭介 
総 務 課 長 平田 政人  まちづくり課長 今橋 順子 
健 康 福 祉 課 長 辻本加生里  会 計 管 理 者 竹邑 千佐 
税 務 課 長 市川 文啓  

本会議に職務のため 

出席した者の職氏名 

 議 会 事 務 局 長 下元 史温  書     記 小松 舞 

町長提出議案の題目  別紙のとおり 

議員提出議案の題目  な し 

委員会提出議案の題目  な し 

議 事 日 程 

 

議長は、議事日程を別紙のとおり報告した。 

 

会 議 録 署 名        

議 員 の 指 名        

 議長は、会議録署名議員に次の２人を指名した。  ５番 金子 裕之 議員    ６番 濵田 和昭 議員  
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令和６年３月中土佐町議会定例会（第１回臨時会議）議事日程（第１号） 

                                          令和 ６年 ５月２０日 午前１０時０６分開会   
日程第１ 会議録署名議員の指名 
日程第２ 報告第 ２号 専決処分の報告について（損害賠償の額） 
日程第３ 報告第 ３号 専決処分の報告について（中土佐町税条例の一部を改正する条例） 
日程第４ 報告第 ４号 専決処分の報告について（令和５年度中土佐町一般会計補正予算（第８号）） 
日程第５ 報告第 ５号 専決処分の報告について（令和５年度中土佐町介護保険特別会計補正予算

（第５号）） 
日程第６ 議案第３０号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改

正する条例について 
日程第７ 議案第３１号 財産の取得について（久礼小学校（南舎）備品）   
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令和６年３月中土佐町議会定例会（第１回臨時会議）の経過                      令和６年５月２０日（午前１０時０６分開会）  
議長（中城重則議長）  本日５月２０日は休会の日ですが、議事の都合によりまして、令和６年３月中土佐町議会定例
会を再開をし、ただいまから、令和６年３月中土佐町議会定例会第１回臨時会議を開会します。 

（午前１０時０６分）  
議長（中城重則議長）  これから、本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。   
議長（中城重則議長）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。  本臨時会議の会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定によって、５番、金子裕之議員、
６番、濵田和昭議員を指名いたします。  
議長（中城重則議長）  日程第２、報告第２号、専決処分の報告について（損害賠償の額）から日程第５、報告第５号、
専決処分の報告について（令和５年度中土佐町介護保険特別会計補正予算（第５号））までを一

括議題とします。 
提出者の報告を求めます。  
（「議長」と挙手する者あり）  
議長（中城重則議長）  町長。  
町長（池田洋光町長）  それでは、報告議案につきまして、只今よりご説明をさせていただきます。 

まず、報告第２号「専決処分の報告について」でございますが、令和６年４月３日午後５時頃、

久礼中学校横の山が崩れまして、学校敷地内に土砂が流入し、同防護フェンスが倒壊いたしまし

たことで、同校教職員の自動車を損傷させる事件がございました。 

これに対する損害賠償の額を１８万８千円と定めることにつきまして、地方自治法第１８０条第

１項の規定により専決処分をおこないましたので、同条第２項の規定により、議会にご報告する

ものでございます。 

次に、報告第３号「専決処分の報告について」でございますが、地方税法の一部改正に伴いまし

て、中土佐町税条例等の一部を改正する条例を地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処

分を行いましたので、同条第２項の規定により、これを議会にご報告するものでございます。次

に報告第４号「専決処分の報告について」でございますが、令和５年度中土佐町一般会計補正予

算（第８号）につきまして、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分いたしましたの
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で、同条第２項の規定により、これを議会にご報告するものでございます。 

今回の補正につきましては、決算及び予算繰越を見込んだ予算の調整を行うものとなっておりま

して、歳入歳出をそれぞれ８,４６０万円減額いたしまして、歳入歳出予算総額をそれぞれ７５億

３,７０６万８千円と定めるものでございます。 

歳出の主なものにつきましては、総務費２,６０９万円、民生費２,２０２万５千円、消防費３,

６４８万５千円の減額などとなっております。歳入の主なものにつきましては、国庫支出金３,７

６５万７千円、県支出金１,０９１万１千円、繰入金１,９５３万９千円、町債３,０９０万円の減

額などとなっておりまして、これらを地方交付税１,４２７万８千円の増額によりまして財源調整

を行ったところでございます。 

最後の報告であります。報告第５号「専決処分の報告について」でございますが、令和５年度

中土佐町介護保険特別会計補正予算（第５号）につきまして、地方自治法第１８０条第１項の規

定により専決処分を行いましたので、同条第２項の規定により、これを議会にご報告するもので

ございます。 

今回の補正につきましては、決算を見込んだ予算の調整を行うものとなっておりまして、歳入

歳出をそれぞれ９,９１９万４千円減額いたしまして、歳入歳出予算総額をそれぞれ１２億３,５３

４万円と定めるものでございます。 

歳出につきましては、保険給付費１億３,６３０万円の減額及び基金積立金３,７１０万６千円の

増額となっております。歳入の主なものにつきましては、国庫支出金１,５４１万円、支払基金交

付金２,２８０万１千円、県支出金１,２６２万５千円、繰入金４,５２５万３千円の減額などとな

っております。 

以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

 

議長（中城重則議長）  これで報告第２号から報告第５号までの報告を終わります。   
議長（中城重則議長）  日程第６、議案第３０号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例についてを議

題とします。 
提出者の提案理由の説明を求めます。  
（｢議長」と挙手する者あり）  
議長（中城重則議長）  町長。  
町長（池田洋光町長）  それでは、議案第３０号のご説明を申し上げます。「行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の

一部を改正する条例について」でございますが、これはいわゆるマイナンバー法この一部を改正

する法律の施行に伴いまして、引用条文の削除や新たな用語が定義されましたことに伴いまして、
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本条例に所要の改正を加えるものでございます。よろしくお願いいたします。 

 

議長（中城重則議長）  これで議案第３０号の提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  
（「なし」の声あり）  
議長（中城重則議長）  質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  
議長（中城重則議長）  これより討論に入ります。  まず、反対討論はありませんか。  
（「なし」の声あり）  
議長（中城重則議長）  反対討論なしと認めます。  次に、賛成討論はありませんか。  
（「なし」の声あり）  
議長（中城重則議長）  賛成討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  
議長（中城重則議長）  これから議案第３０号を採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  
議長（中城重則議長）  起立全員です。  したがって、議案第３０号は原案のとおり可決をされました。  
議長（中城重則議長）  日程第７、議案第３１号 財産の取得について（久礼小学校（南舎）備品）を議題とします。 
提出者の提案理由の説明を求めます。  
（「議長」と挙手する者あり） 
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議長（中城重則議長）  町長。  
町長（池田洋光町長）  それでは議案第３１号のご説明を申し上げます。「財産の取得について」でございますが、久礼
小学校（南舎）備品購入業務につきまして、令和６年４月２４日の入札により、株式会社 野本
木工所が落札したところでございます。 
当該財産の取得につきましては、現在長寿命化改修工事中の久礼小学校南舎の児童用机、椅子及

び職員室書庫等の備品を取得するものでございまして、予定価格が７百万円以上となっておりま

すので、中土佐町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定

によりまして、議会の議決を求めるものでございます。よろしくお願い申し上げます。  
議長（中城重則議長）  これで議案第３１号の提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  
（「なし」の声あり）  
議長（中城重則議長）  質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  
議長（中城重則議長）  これより討論に入ります。  まず、反対討論はありませんか。  
（「なし」の声あり）  
議長（中城重則議長）  反対討論なしと認めます。  次に、賛成討論はありませんか。  
（「なし」の声あり）  
議長（中城重則議長）  賛成討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  
議長（中城重則議長）  これから議案第３１号を採決します。 
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 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  
議長（中城重則議長）  起立全員です。  したがって、議案第３１号は原案のとおり可決されました。  
議長（中城重則議長）  以上で、本日の日程は全部終了しました。  本日はこれで散会します。                     （午前１０時１５分） 


